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規

則

■群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
一
号

群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
群
馬

県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
健
康
診
断
書
」
を

「
個
人
情
報
の
収
集
及
び
利
用
に
関
す
る
同
意
書
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を

第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
保
証
人
（
以
下
「
保
証
人
」
と
い
う
。
）
の
住
民
票
の
写
し

六

保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

第
二
条
第
二
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
健
康
診
断
書
」
を

「
個
人
情
報
の
収
集
及
び
利
用
に
関
す
る
同
意
書
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を

第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

保
証
人
の
住
民
票
の
写
し

八

保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

第
三
条
第
一
項
中
「
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
独
立
の
生
計
を
営
む
」
を
「
次
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

独
立
の
生
計
を
営
む
者
で
あ
る
こ
と
。

二

未
成
年
者
又
は
学
生
で
な
い
こ
と
。

三

破
産
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
で
な
い
こ
と
。

第
三
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
保
証
人
変
更
願
を
」
を
「
保
証
人
変
更
願
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

新
た
な
保
証
人
の
住
民
票
の
写
し

二

新
た
な
保
証
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

第
六
条
を
削
る
。

第
五
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条
と
す

る
。

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
借
用
証
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
修
学
生
に
対
し

修
学
資
金
を
貸
与
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
借
用
証
書
の
提
出
）

第
五
条

修
学
生
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
知
事
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
修
学
資
金

借
用
証
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
号
」
に
、
「
第
八
号
」
を
「
第
七

号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
医
療
法
」
を
「
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
看
護
職
員
の
業

務
に
従
事
（
条
例
第
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
し
た
時
点
に
お
い
て
医
療
法
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
医
療
法
」
を
「
修
学
資
金
の

貸
与
を
受
け
た
者
が
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
た
時
点
に
お
い
て
医
療
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
六
条
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
条
を
第
十
条
の
二
と
し
、
第
九
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条

と
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
返
還
）

第
九
条

条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
返
還
は
、
一
括
払
又
は
月
賦
均
等
払
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
月
賦
均
等
払
に
よ
り
返
還
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
繰
り
上
げ
て
返
還
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

修
学
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
返
還
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

返
還
方
法
変
更
願
を
知
事
に
提
出
し
て
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
時
返
還
）

第
九
条
の
二

知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
当
該
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
対
し
、
修
学
資
金
の
全
額
を
一
時
に
返
還
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

偽
り
の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
。

二

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金
の
返
還
を
怠
っ
た
と
き
。

三

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
住
所
変
更
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
。

四

条
例
第
十
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
履
行
を
猶
予

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
就
業
状
況
の
届
出
を
怠
っ
た
と

き
。

第
十
三
条
中
「
第
九
条
及
び
第
十
条
」
を
「
第
十
条
及
び
第
十
条
の
二
」
に
、
「
第
九
条
中
」
を

「
第
十
条
中
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
条
の
」
を
「
第
十
条
第
三
号
の
」
に
、
「
第
十
条
各
号
」
を
「
第
十
条
第
三

号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
業
務
従
事
の
届
出
又
は
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
就
業
状
況
の
届
出
を
も
つ
て
、
当
該
届
出
を
し
た
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ

い
て
条
例
第
十
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
返
還
の
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
表
別
記
様
式
第
二
号
の
項
中
「
健
康
診
断
書
」
を
「
個
人
情
報
の
収
集
及
び
利
用
に

関
す
る
同
意
書
」
に
改
め
、
同
表
別
記
様
式
第
三
号
の
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二

条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
別
記
様
式
第
三
号
の
二
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を

「
第
二
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
別
記
様
式
第
六
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 （第７号）令和元年１０月１８日（金） 群 馬 県 報
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別
記
様
式
第
六
号

削
除

第
十
八
条
の
表
別
記
様
式
第
七
号
の
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
表
別

記
様
式
第
十
号
の
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
表
別
記
様
式
第
十
一
号
の
項
中

「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
の
二
」
に
改
め
、
同
表
別
記
様
式
第
十
二
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号

削
除

第
十
八
条
の
表
別
記
様
式
第
十
三
号
の
項
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
表
別
記
様
式
第
十
四
号
の
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

２
健

康
診

断
書

「３
学

業
成

績
表

別
記
様
式
第
一
号
（
裏
）
中

を

４
身

上
調
書

」

５
在

学
す
る

養
成

施
設

の
長
の

推
薦

書

２
個

人
情
報

の
収

集
及

び
利

用
に

関
す
る

同
意

書

「３
身

上
調
書

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め

４
在

学
す

る
養

成
施

設
の

長
の

推
薦

書
３

の
み

４
の

み

５
保

証
人

の
住

民
票

の
写

し

」

６
保

証
人

の
印

鑑
登

録
証

明
書

る
。

２
健

康
診
断

書

「３
学

業
成
績

表

４
身
上

調
書

別
記
様
式
第
一
号
の
二
（
裏
）
中

を

５
在

学
証

明
書

６
在

学
す

る
大

学
院

の
学

長
の

推
薦

書

」

７
看

護
師

免
許

証
の

写
し

２
個

人
情

報
の

収
集

及
び

利
用

に
関

す
る

同
意

書

「３
身

上
調

書

４
在

学
す

る
大

学
院
の

学
長

の
推

薦
書

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

５
在
学

証
明

書
３

及
び

５
４

６
看
護

師
免

許
証

の
写

し

７
保
証

人
の

住
民

票
の

写
し

」

８
保
証

人
の

印
鑑

登
録

証
明

書

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第２号（規格Ａ４ （第２条関係））

個人情報の収集及び利用に関する同意書

私は、群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金（以下「修学資金」という ）の。

貸与を受けるにあたり、下記のとおり同意します。

記

１ 群馬県は、次の各号に掲げる情報を修学資金の各種事務処理のために利用すること

ができる。

一 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十三条に基づく修学

資金の貸与を受けた者の届出情報

二 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第二十五条に基づく検査で得た修学資金

の貸与を受けた者の勤務先、雇用形態及び採用年月日

２ 群馬県は、修学資金の貸与を受けた者と連絡がとれない場合、当該修学資金の貸与

を受けた者の勤務先に連絡し、又は訪問し、必要な情報を収集することができる。

３ 群馬県は、修学資金の貸与を受けた者による修学資金の返還が六か月以上滞った場

合、修学資金の貸与を受けた者の返済能力及び債権徴収の可否を判断するために、修

学資金の貸与を受けた者以外の者から次に掲げる修学資金の貸与を受けた者の情報を

収集することができる。

一 所得額

二 金融機関との取引状況

三 各種保険の加入状況

四 動産・不動産の保有状況

年 月 日

申請者氏名 印

申請者住所

号 外 （第７号）令和元年１０月１８日（金） 群 馬 県 報



5

別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

様
式
第

６
号

削
除

別
記
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 （第７号）令和元年１０月１８日（金） 群 馬 県 報
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別記様式第７号（規格Ａ４ （第５条関係））

収 入
印

印 紙

修 学 資 金 借 用 証 書

年 月 日

群馬県知事 あて

金 額 円

今年度 前年度
決定番号

前々年度 前々々年度

返還方法 一括払 ・ 月賦均等払

群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例（以下「条例」という ）に。

基づき群馬県から貸与を受けた修学資金について、上記金額を確かに借用しました。

なお、修学資金の返還については、条例の規定を遵守し、連帯して上記返還方法の

とおり相違なく返還することを誓約します。

ふりがな

修 氏 名 印

学 〒 －
住 所

生

電話番号 （自宅） （携帯）

ふりがな
連

氏 名 印
帯

〒 －
保 住 所

証
電話番号 （自宅） （携帯）

人
（ ）勤 務 先 電話番号

ふりがな
連

氏 名 印
帯

〒 －
保 住 所

証
電話番号 （自宅） （携帯）

人
（ ）勤 務 先 電話番号

注１ 返還方法の欄は、どちらか一方を丸で囲んでください。

２ 連帯保証人は、県に提出した印鑑登録証明書の印鑑を押印してください。

３ 連帯保証人の勤務先は、会社名等を具体的に記入してください。

号 外 （第７号）令和元年１０月１８日（金） 群 馬 県 報
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別
記
様
式
第
十
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
９

条
第

１
０

条

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
１

０
条

第
１

０
条
の

２

別
記
様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

様
式
第

１
２

号
削

除
別
記
様
式
第
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、

第
１

１
条

第
９

条

「

返
還

方
法

月
賦

均
等

償
還

金
円

ず
つ

・
一

括
新

を

返
還

年
月

日
年

月
か

ら
年

月
ま

で

旧
返

還
計

画
書

提
出

年
月

日
年

月
日

」

「

返
還

方
法

月
賦

均
等
償

還
金

円
ず

つ
・

一
括

に

新
返

還
年

月
日

年
月

か
ら

年
月

ま
で

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
中

「

所
在

地
就
業

先

を

名
称

廃
止

の
理

由

」

「

所
在

地

（

）

就
業

先
名

称
施

設
名

（

）

に

雇
用
・

任
用

期
間

定
め

な
し

・
定

め
あ

り
週
３

０
時

間
以

上

廃
止

の
理

由

注
雇

用
・

任
用

期
間

の
定

め
が

あ
り

勤
務

時
間

が
週

３
０

時
間

を
下
回

る
場

合
修

、
、

」

学
資

金
を
返

還
し

な
け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん
。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中

「

「
を

（

）

に
、

名
称

名
称

施
設

名

」

」

「

｛

｝

を

業
務

内
容

保
健

師
・

助
産

師
・
看

護
師

・
准

看
護

師
の

業
務

」

「

業
務

内
容

保
健

師
・
助

産
師

・
看

護
師
・

准
看

護
師

の
業

務

｛

｝

に
、

（

）

雇
用

・
任

用
期

間
定

め
な

し
・

定
め

あ
り

週
３

０
時

間
以

上

」

「

を

備
考

」

「

備
考

に
改

注
１

毎
年
４

月
１

５
日

ま
で

に
提

出
し

て
く
だ

さ
い

就
業
状

況
届

が
提

出
さ

れ
な

。

い
場

合
修

学
資

金
全

額
の

返
還

を
求

め
る
場

合
が

あ
り

ま
す

、
。

２
雇

用
・

任
用

期
間

の
定

め
が

あ
り

勤
務

時
間

が
週

３
０

時
間

を
下

回
る

場
、

」

合
修

学
資

金
を
返

還
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
、

。

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
二
第
一
項
の
改
正

規
定
（
「
第
八
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
貸

与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
和
元
年
度
以
前
に
保
健
師
助
産
師
看
護
師
准
看
護
師
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い

う
。
）
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
係
る
当
該
修
学
資
金
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
九
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
二
号

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
群

馬
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
群
馬
県
条
例
第
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

■群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

号 外 （第７号）令和元年１０月１８日（金） 群 馬 県 報
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令
和
元
年
十
月
十
八
日

群
馬
県
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

群
馬
県
企
業
局
長

松

島

賢

治

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
及
び
附
則
第
十
二
項
第
三
号
」
及
び
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号

に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
若
し

く
は
失
職
し
」
及
び
「
。
附
則
第
十
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
附
則
第
十
二
項
第
四
号
」
及
び
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号

に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、

若
し
く
は
失
職
し
」
及
び
「
及
び
附
則
第
十
二
項
第
四
号
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
七
項
中
「
当
該
各
項
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
、
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六

条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
「
当
該
各
号
」

を
「
そ
れ
ぞ
れ
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
一
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
七
項
中
「
当
該
各
項
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
」
に
改
め
、
「
、
若
し
く
は
法

第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
「
当
該

各
項
の
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。



9

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

号 外 （第７号）令和元年１０月１８日（金） 群 馬 県 報


